
議案第６０号

杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例及び杉並区女性福祉資金貸付条例の

一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２６年１１月１８日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例及び杉並区女性福祉資金貸付条例の

一部を改正する条例

第１条 杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１１年杉並区条例第６号）

の一部を次のように改正する。

第５条第１項中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」

に改める。

第２条 杉並区女性福祉資金貸付条例（昭和５０年杉並区条例第３９号）の一部を

次のように改正する。

第６条第１項中「母子及び寡婦福祉法施行令」を「母子及び父子並びに寡婦福

祉法施行令」に改める。

第２２条の見出し中「母子福祉資金」を「母子及び父子福祉資金」に改め、同

条中「母子福祉資金（東京都母子福祉資金貸付条例」を「母子及び父子福祉資金

（東京都母子及び父子福祉資金貸付条例」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

（提案理由）

母子及び寡婦福祉法等の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を図る

必要がある。
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杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例及び杉並区女性福祉資金貸付条例の

一部を改正する条例新旧対照表

第１条による改正（杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（福祉事務所等業務手当） （福祉事務所等業務手当）

第５条 福祉事務所等業務手当は、介護 第５条 福祉事務所等業務手当は、介護

保険法（平成９年法律第１２３号）、 保険法（平成９年法律第１２３号）、

生活保護法（昭和２５年法律第１４４ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）、身体障害者福祉法（昭和２４年 号）、身体障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）、児童福祉法（昭和 法律第２８３号）、児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）、知的障害者 ２２年法律第１６４号）、知的障害者

福祉法（昭和３５年法律第３７号）、 福祉法（昭和３５年法律第３７号）、

老人福祉法（昭和３８年法律第１３３ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３

号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法 号）、母子及び寡婦福祉法

（昭和３９年法律第１２９号）又は売 （昭和３９年法律第１２９号）又は売

春防止法（昭和３１年法律第１１８ 春防止法（昭和３１年法律第１１８

号）に定める業務に従事する規則で定 号）に定める業務に従事する規則で定

める職員が家庭等を訪問したときに支 める職員が家庭等を訪問したときに支

給する。 給する。

２ 略 ２ 略

第２条による改正（杉並区女性福祉資金貸付条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（貸付けの限度額及び据置期間の特例） （貸付けの限度額及び据置期間の特例）

第６条 前条の規定にかかわらず、女性 第６条 前条の規定にかかわらず、女性

又は女性が扶養している子について１ 又は女性が扶養している子について１

資 料
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８歳に達した日以後の最初の３月３１ ８歳に達した日以後の最初の３月３１

日が終了したことにより、母子及び父 日が終了したことにより、母子及び寡

子並びに寡婦福祉法施行令（昭和３９ 婦福祉法施行令 （昭和３９

年政令第２２４号）第７条第３号ただ 年政令第２２４号）第７条第３号ただ

し書に規定する給付を受けることがで し書に規定する給付を受けることがで

きなくなつたときは、技能習得資金又 きなくなつたときは、技能習得資金又

は高等学校、高等専門学校若しくは専 は高等学校、高等専門学校若しくは専

修学校への就学に係る修学資金の貸付 修学校への就学に係る修学資金の貸付

けの限度額は、その貸付けを受けるこ けの限度額は、その貸付けを受けるこ

とができる期間中別表に規定する額に とができる期間中別表に規定する額に

同号ただし書の規定により加算するこ 同号ただし書の規定により加算するこ

ととされる額を加算した額とする。 ととされる額を加算した額とする。

２ 略 ２ 略

（母子及び父子福祉資金との関係） （母子福祉資金 との関係）

第２２条 第３条の規定にかかわらず、 第２２条 第３条の規定にかかわらず、

貸付けを受けようとする資金と同種の 貸付けを受けようとする資金と同種の

母子及び父子福祉資金（東京都母子及 母子福祉資金（東京都母子福祉資金貸

び父子福祉資金貸付条例（昭和３９年 付条例 （昭和３９年

東京都条例第１６６号）に基づく資金 東京都条例第１６６号）に基づく資金

をいう。）の貸付けを受けている者及 をいう。）の貸付けを受けている者及

び受けることができると認められる者 び受けることができると認められる者

は、資金の貸付けを受けることができ は、資金の貸付けを受けることができ

ない。ただし、区長が特に貸付けを必 ない。ただし、区長が特に貸付けを必

要と認めた者については、この限りで 要と認めた者については、この限りで

ない。 ない。


